
おくやみ
ハンドブック

ご遺族の皆様へご遺族の皆様へ
　ご家族・ご親族のご逝去に対し、謹んでお悔や
み申し上げます。

　●●市では、ご遺族の方が届出などをしなけれ
ばならない市役所関係の手続きと、その他、一般
的な手続きについて、ハンドブックを作成いたしま
した。ご不明な点がありましたら、担当課窓口まで
お問い合わせください。

　このハンドブックが、少しでもご遺族の皆様の
お役に立てば幸いです。





スマートフォンなどで、こちらの
二次元コードを読み取ってください。➡
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ご遺族サポート窓口

























委　　任　　状
代理人（頼まれた人）

　　住　　所

　　氏　　名

　　生年月日　　明  ・  大  ・  昭  ・  平　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　私は、上記の者を代理人と定め、次の事項を委任します。

　　　１

　　　２

　　　３

　　　４

　令和　　　　　年　　　　月　　　　　日

委任者（本人）

　　住　　所

　　氏　　名  印　（自署又は記名押印）

　　生年月日　　明  ・  大  ・  昭  ・  平　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

平日昼間に連絡がとれる電話番号　（　　　　　　）　　　　　　－

福岡市早良区百道１丁目８番１－２０１号

（記載例）

世帯主の変更に関すること。

住民票の写しの請求並びに受領に関すること。

戸籍に関する証明書の請求並びに受領に関すること。

葬祭費の申請に関すること。

博　　多　 　花　　子

福岡市早良区百道１丁目８番１－１０１号

福　　岡　 　太　　郎

0 9 0



委　　任　　状
代理人（頼まれた人）

　　住　　所

　　氏　　名

　　生年月日　　明  ・  大  ・  昭  ・  平　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　私は、上記の者を代理人と定め、次の事項を委任します。

　　　１

　　　２

　　　３

　　　４

　令和　　　　　年　　　　月　　　　　日

委任者（本人）

　　住　　所

　　氏　　名  印　（自署又は記名押印）

　　生年月日　　明  ・  大  ・  昭  ・  平　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

平日昼間に連絡がとれる電話番号　（　　　　　　）　　　　　　－



委　任　状（税務証明交付申請用）
（代理人）頼まれた人

　　住　　所

　　氏　　名　

　　私は、上記の者を代理人と定め、次の証明書の請求及び受領を委任します。

　　（1）証明書の名称　　（　　　　　　　　　　　　　）証明

　　（2）証明書の年度及び通数　（　　　　　）年度　・　（　　）通

福岡市（　　　　　区）長　様

　　　年　　月　　日

（委任者）頼んだ人

　　住　　所

　　本人署名　

 （委任者が法人の場合は押印）

※窓口申請の場合は、委任者及び代理人の本人確認書類（運転免許証やパスポートな
ど）を提示していただきます。（委任者の本人確認書類については、写し可）
　郵送請求の場合は、委任者及び代理人の本人確認書類の写しを送付してください。
※訂正箇所には委任者の訂正署名（二重線で消し、署名）を行ってください。
※3か月以内の日付のもののみ有効。



● 早めに、相続した土地・建物の相続登記をすることがおすすめです。
　相続の際、相続登記の免税措置も拡大されています。
●相続の際、遺産分割を早めに済ませることが大切です。
● 法改正以前に所有している相続登記・住所などの変更登記が済んでいない
　不動産についても、登記が義務化されます。
●問い合わせは、不動産の所在地を管轄している法務局へお願いいたします。
   相続・登記の専門家への相談もご検討ください。

相続で不動産取得を知った日から3年以内に申請
しなければなりません。正当な理由がなく義務に
反した場合、10万円以下の過料の対象となります。

不動産取得を知った日から3年以内に申請

反した場合、10万円以下の過料

   相続登記の申請の流れ

　戸籍関係書類の取得

相続開始の証明と法定相続人の特定

　遺産分割協議・協議書の作成

協議・話し合いによる土地・建物の 所有者の確定とその書面化

　登記申請書の作成

法務局（登記所）提出書類の作成

　登記申請書の提出

法務局（登記所）へ提出

　登記完了
法務局（登記所）から登記完了証・ 登記識別情報通知書の交付

令和6年
4月1日から

遺産分割協議による相続登記の申請は、通常、
次のステップ①からステップ⑤までの流れで行います。

ステップ
①

ステップ
②

ステップ
③

ステップ
④

ステップ
⑤

不動産不動産のの相続登記相続登記のルのルーールルがが
大きく変わりました。大きく変わりました。

義務に


